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副知事の担当区分について 

 

  令和８年４月１日から、副知事の担当区分が下表のとおりとなりますので、 

お知らせします。 

 

 

 ①江 口 副 知 事 ②生 嶋 副 知 事 ③上 田 副 知 事 

知事部局 

・総務部（人事課内部
統制室及び防災危機
管理局を除く。） 

・政策企画部（国際局
を除く。） 

・市町村・地域振興部

（生活安全課及び文
化局を除く。） 

・福祉こども政策部人
権・同和対策局 

・商工部 

・農林水産部 

・総務部人事課内部統
制室及び防災危機管
理局 

・市町村・地域振興部
生活安全課 

・環境部 

・県土整備部 

・建築都市部 

・会計管理局 

・政策企画部国際局 

・市町村・地域振興部
文化局 

・人材育成・活躍推進
部 

・保健医療介護部 

・福祉こども政策部（人
権・同和対策局を除
く。） 

行政委員会等 

・選挙管理委員会 

・海区漁業調整委員会 

・内水面漁場管理委員
会 

・企業局 

・監査委員 

・公安委員会 

・収用委員会 

・教育委員会 

・人事委員会 

・労働委員会 

その他の事項 
・ワンヘルスの推進 ・安全・安心な社会づ

くり 
・人財の育成 

 

人事課 

内 線 ２１６４ 

直 通 ６４３－３０３９ 

担当者 山口、長尾 


